
  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

※実施施設により、対象月齢が異なります。 

※前日の午後５時以降の利用中止・変更は、キャンセル料が発生します。キャンセル・利用日の変更について

は医療機関にご連絡ください。 

 

 

 

 

 対象者 太子町民で生後 1 年未満の赤ちゃんとお母さん

 利用上限日数 各サービス合わせて 7 日間

 

利用内容

赤ちゃんとお母さんが病院や助産所等に宿泊または日帰りでの利用もしくは助産師や

看護師等が自宅訪問し、育児相談・授乳や沐浴など育児方法の指導やお母さんの休養・

こころのサポートなどを受けることができます。

 実施施設 下記二次元コード参照

 サービス形態 宿泊型 日帰り型 居宅訪問型

 
食事 3 食（昼夕朝食付）

1 食 

（昼食付）

2 食 

（昼夕食付）
なし

  

 

利用時間

午前 10 時～ 

翌日午前 10 時まで 

※施設により異なる場合が

あり、24 時間の利用を 1 日

とします。

午前 10 時～午後 7 時まで 

※施設により異なる場合が

あります。

午前 10 時～ 

午後４時まで 

2 時間または 3 時間  
7 時間 ９時間

 1 日の 

利用 

料金

課税世帯 3,400 円 1,300 円 1,７00 円 0 円

 非課税世帯 

生活保護世帯
1,５00 円 ５00 円 1,000 円 0 円

 キャンセル料 1,５00 円 ５00 円 1,000 円 0 円

～1 歳未満の赤ちゃんとお母さんが使える 

お泊り型・日帰り型・居宅訪問型サービス～

退院してすぐに自宅に 

帰るのは不安・・・

睡眠不足が続いてて・・・ 

ちょっと横になりたい

赤ちゃんのお世話、1 人で 

出来るかな・・・

体調不良で赤ちゃんの 

お世話が出来ない・・・

～太子町産後ケア事業～

こんな 

場合に！

令和８年４月作成

【大阪府 HP】 【太子町 HP】

※大阪府内の産後ケア

実施施設・その他詳細は

こちら



　ご利用方法（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・保健センターにお越しください。 

・妊娠中からの予約申し込みも OK です。 

・母子保健コーディネーター（保健師）が、ご希望や状況等をお聞きし、必要な 

サービスの調整をします。

申込み

・利用可能な方には、「利用決定通知書」を送ります。 

・保健センター担当者が医療機関や助産所等と連絡調整し、日程・利用時間を決定

します。 

 

※ 月～金の利用で原則、連続した利用は 2 泊 3 日までとなります。 

※ 祝日・年始年末は利用できません。 

※ お泊り型については、第 3 金曜日、3/31 は利用できません。 

　　 

日程調整

利　用

 

※サービス内容や利用時の詳細については申請時にご説明します。

【利用出来ない場合】 

・発熱等、感染症の疑いがある場合　・医療行為の必要なお母さんまたは赤ちゃん 

・予防接種の当日及び翌日 

お支払 利用決定通知書に記載している自己負担額を医療機関にお支払ください。

利用後
利用後も育児やママの体調が不安な方は、訪問や相談など、他のサービスを 

ご紹介し、継続してサポートします。

【申込・問い合わせ先】 

太子町健康福祉部いきいき健康課（太子町立保健センター） 

TEL　0721-98-5520 

Mail　hokensenta@town.taishi.osaka.jp


